
★ 商品やサービス等の契約をする時は利用規約や表示内容をよく読み内容を確認 

しましょう。 

★「確実にもうかる」など、ウマい話を簡単に信用しないでください！ 

★ 未成年者（１８歳未満）が親の同意を得ずに行った契約は原則として取り消す 

ことができます。令和４年４月１日からは成年年齢が引き下げられ、１８歳に 

なると未成年者取消権が使えなくなりますので注意が必要です。 

★ 少しでもおかしいなと思ったときは、一人で悩まず、消費生活センターに相談 

しましょう！           

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ７ 日 

東京都消費生活総合センター 

 

 

 
 

東京都は、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るために毎年度実施している「若

者向け悪質商法被害防止キャンペーン」の一環として、特別相談「若者のトラブル１１０

番」を都内２３区２６市１町と共同で実施しました。その結果についてお知らせします。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

◎ 実施期間 令和４年３月１４日（月曜日）、１５日（火曜日）の２日間 

◎ ２日間に寄せられた若者（２９歳以下）の相談件数 

 東京都消費生活総合センター          ２７件 

区市町の消費生活センター（２３区２６市１町） ９８件   計１２５件 

◎ 相談の特徴 

・契約購入金額が判明している９０件のうち、１０万円以上の高額な契約をしている

ものが４９件と過半数を占め、１００万円以上の相談が９件あった。 

・契約被害の最高額は情報商材のマルチ組織に加入した事例で総額約４００万円。 

・１０代からの相談の６割以上が通信販売に関する相談であった。 

結 果 の 概 要 
 

特別相談「若者のトラブル１１０番」を実施しました 
～困ったときは一人で抱え込まずにすぐ相談～ 

特別相談から見た消費者へのアドバイス 
 

◎ 東京都消費生活総合センター（０３－３２３５－１１５５） 

（受付時間：月～土曜・午前９時～午後５時）（日・祝日・年末年始はお休みです。） 

◎ お近くの消費生活センターへはこちら ➡ 消費者ホットライン  ☎１８８ 

※相談事例は次ページをご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒「お試しのつもりが定期購入だった！」という相談が多く寄せられています。 

初回は数百円などと安くても、２回目以降は数千円から数万円などと定価となり、広告で

見たよりも高額な請求がされる場合があります。契約内容をよく確認しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒簡単にもうかる話はありません。 

相手の言うことをうのみにして、言われるがままに契約することは絶対にやめましょう。 

借金を勧める相手を信用するのは大変危険です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒しつこい勧誘は、契約するつもりがなければきっぱりと断りましょう。 

 

◆お試しのつもりが定期購入？！ 

 

中学生の娘が、親に内緒でスマートフォンからダイエットサプリを購入していた。 

初回お試し５００円のみを申し込んだつもりが定期購入だったらしく、２回目からは９千円。 

３回目に商品が届いたところで親が知るところとなった。娘は２回目が届いた時から解約の 

電話をしていたようだが解約できていない。   （１０歳代女性、相談者：保護者） 

 

主 な 相 談 事 例 

◆SNSで１日１０万円稼げるという広告を見て… 

 

ＳＮＳで「１日１０万円稼げる」との広告を見て、１万数千円のガイドブックを購入した。仕

事をするためには必要だからと、業者からの指示でサラ金から借金をして５０万円のサポート

契約もした。その後、当初の説明と違って、商品等をＰＲするアフィリエイト広告の作成も必

要だとわかり、解約を申し出たが５万円しか返金しないと言われた。 （２０歳代 女性） 

 

◆投資用マンション等の強引な勧誘 

 

「不動産のオーナーにならないか」と勤務先に何度も電話があった。断り切れず、営業員と会

って話を聞くことになった。４回も会い、やっと断ることができたが、「今までの営業の時間

やかかった交通費をどうしてくれる。費用を請求する。」などと脅された。（２０歳代 男

性） 

 


